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通気層
スパンドル・角波鋼板は通気層なし
木・金属サイディングは通気層あり、なし

内装材
プラスターボード12.5㎜以上２重貼

角材
H12㎜以上×W30㎜以上





準不燃材です。火災発生時に最低10分間は
燃焼せず、有害なガスの発生もありません。



カベボーは、木造軸組工法の壁倍率２.５の認定を取得できます。※

① 建設省告示第１１００号第１号から第４号に定められる軸組と併用した場合

　 の倍率は、直貼仕様の倍率２.５倍に告示第２第１号から第２第４号に定め

　 られるそれぞれの倍率の数値を加え得たものとする。

② 建築基準法施行令第４６条第４項表１(１)項に掲げられた壁又は同表(２)項

　 から(６)項までに掲げられた筋かいとを併用した軸組の場合の倍率は、直貼

　 仕様の倍率２.５倍に同表の倍率の欄に掲げられたそれぞれの数値を加えた

　 ものとする。

※木造準耐火構造で壁倍率２.５倍の認定を取得する場合は、ビス固定の上さらに釘固定する事で取得
　することができます。





ビス止めの上釘固定

壁倍率２.５倍の施工
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